
 
 

  

JAS マーク 特定 JAS マーク 生産情報公表 JAS 規格品 
 品位、成分、性能等の品質に

ついてのＪＡＳ規格（一般ＪＡＳ

規格）を満たす食品や林産物

などに付いています。 

 

 特別な生産や製造方法についてのＪＡ

Ｓ規格（特定ＪＡＳ規格）を満たす食品

や、同種の標準的な製品に比べ品質等

に特色があることを内容としたＪＡＳ規

格（りんごストレートピュアジュース）を

満たす食品に付いています。 

 食品の生産段階における情報を、
消費者に正確に伝える仕組みで
す。消費者は、店頭での表示やイ
ンターネット、ＦＡＸ等を通じて、生
産者の住所や氏名、給餌飼料や
動物医薬品の使用状況、農薬の
使用回数等に関する情報を入手
することができます。 

有機 JAS マーク 特定保健用食品 条件付き特定保健用食品 
 化学肥料農薬を原則として使

用しないなど有機ＪＡＳ規格を
満たす農産物などに付されま
す。有機ＪＡＳマークが付いて
いない農産物と農産物加工
食品には「有機○○」などと
表示することができません。 

 食品の持つ特定の保健の用途を表示

して販売される食品です。特定保健用

食品として販売するためには、製品ご

とに食品の有効性や安全性について

審査を受けた食品に付けられます。 

 特定保健用食品のうち、これまで
の特定保健用食品として許可をう
ける際の科学的根拠のレベルには
届かないものの、一定の有効性が
確認されている食品について限定
的な科学的根拠である旨の表示を
することを条件として許可等をう
けたものに付けられます。 

特別用途食品マーク SQ マーク 飲用乳の公正マーク 
 乳児や幼児、助産婦、病者など

の発育や健康の保持・回復など
に適するといった特別の用途に
ついて表示して販売される食品
のこと。特別用途食品として食
品を販売するには、消費者庁の
許可を受ける必要があります。 

 菓子類の安全と品質保証に必要な項
目について試験・検査を行い、さらに表
示内容等を審査して合格した商品に表
示されます。認定は食品衛生法指定検
査機関の日本農林規格格づけ検査機
関である菓子総合技術センター。 

 「飲用乳の表示に関する公正競

争規約」に基づいて設置された

全国飲用牛乳公正取引協議会の

会員が生産した飲用乳であるこ

とを示すと同時に取り決めに従

って適正な表示をしていること

を認めたものに付けられます。 

はちみつの公正マーク 米の情報提供マーク ＪＨＦＡマーク 
 「はちみつ類の表示に関する公

正競争規約」に従い、適正な表示

をしていると認められる、「社団

法人 全国はちみつ公正取引協

議会」の会員の商品（はちみつ、

精製はちみつ、加糖はちみつ、巣

はちみつ）に表示されます。 

 消費者が常に安心してお米を購入でき
るように第三者機関が「食味」「銘柄表
示」「安全性」について確認したお米に
付いていて、バーコード読取機能付き
携帯電話やパソコンからアクセスする
ことで情報を入手できます。 
≪（財）日本穀物検定協会≫ 

 厚生労働省の指導のもとに設
定した規格基準に基づき「財団
法人 日本健康・栄養食品協
会」が成分や表示内容等につ
いての審査をして認定された
健康補助食品に表示されま
す。 



 
 
      

食品の表示にはたくさんの制度があり、国が基準を定めて、認証・認定を受けたもの、業界での自主基準 
    に基づくマークなどがあり、それぞれに表示されています。 

  食品を購入するときは、マークの意味を正しく知ったうえで、より安心して選択したいものです。  
 

冷凍食品の認定証マーク 無洗米の認証マーク 地域特産品認証マ-ク（Ｅマーク） 
 「社団法人 日本冷凍食品協

会」が定めた品質と衛生につ

いての指導基準に適合してい

ると認められた会員の冷凍食

品に表示されます。 

 「特定非営利活動法人 全国無洗米協

会」が定めた規格基準(安全面・品質

面・環境面)をクリアした無洗米にエコ

メちゃんマークが表示されます。 

 地域の特色ある原材料や技術に

よってつくられ、品質の優れた特

産品につけられています。各都

道府県 が地域特産品認証基準

を定め、認証しています。 

イエス！クリーンマーク HACCP（ハサップ） 北海道ＨＡＣＣＰ自主衛生管理認証制度 

 北海道では、恵まれた自然条

件を生かし、有機物施用など

による健康な土づくりと併せ

て、化学肥料や化学農薬の使

用を必要最小限に抑え、更に

総窒素施用量にも制約を設け

るなど、環境に配慮した農産

物につけられます。 

 １９６０年代、アメリカで宇宙食の安全性

を確保するために開発された食品の

衛生管理方式。 

原料の入荷から製造・出荷までのすべ

ての工程で、食中毒などの危険を防

止するための衛生管理製造過程を経

て製造された食品であることを表わ

すマークです。 

 認証を受けた衛生管理方法によ

り製造・加工された食品や、認証

を受けた衛生管理方法を実践し

ているスーパーマーケットなど

の施設には、認証マークを表示

することができる制度です。 
 

きらりっぷ（道産食品独自認証制度） 道産食品登録マーク おまち道産マーク 

 主原料に道産のものを使用

し、道内で製造された加工食

品や道内で生産された農畜

産物、水産物を対象にした道

産食材にこだわった制度で

す。 

 北海道内で製造・加工したものである

こと道産の農産物、畜産物、水産物、

林産物及びこれらを原材料として加

工したものを使用していることなど、

要件に該当する加工食品を対象とし

ています。 

 北海道製麺協同組合・製粉業界と農

業団体（ホクレン）で、北海道小麦使

用製品開発の検討を進め、道産小麦

を原料として作られた麺類統一総称

ブランド名です。 現在、うどん・そば・

ひやむぎ・そうめん・ラーメン等の生

麺・茹麺・乾麺が発売されています。 


